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令和４年第１回足寄町議会定例会議事録（第３号） 

令和４年３月１６日（水曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 多治見 亮 一 君   ２番 高 道 洋 子 君 

   ３番 進 藤 晴 子 君   ４番 榊 原 深 雪 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ６番 熊 澤 芳 潔 君 

   ７番 髙 橋 健 一 君   ８番 川 上 修 一 君 

   ９番 髙 橋 秀 樹 君  １０番 二 川   靖 君 

  １１番 木 村 明 雄 君  １２番 井 脇 昌 美 君 

  １３番 吉 田 敏 男 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   藤 代 和 昭 君 

足寄町農業委員会会長              齋 藤 陽 敬 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総  務  課  長   松 野   孝 君 

福  祉  課  長   保 多 紀 江 君 

住  民  課  長   佐々木 雅 宏 君 

経  済  課  長   加 藤 勝 廣 君 

建  設  課  長   増 田   徹 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   伊 藤 啓 二 君 

消  防  課  長   大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事  務  局  長   横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   中 鉢 武 志 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  議案第３１号 令和３年度足寄町一般会計補正予算（第１４号）＜Ｐ４～

Ｐ１３＞ 

 日程第 ２  議案第３２号 令和３年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）＜Ｐ４～Ｐ１３＞ 

 日程第 ３  議案第３３号 令和３年度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第３号）＜

Ｐ４～Ｐ１３＞ 

 日程第 ４  議案第３４号 令和３年度足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）＜Ｐ４～Ｐ１３＞ 

 日程第 ５  議案第３５号 令和３年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第３号）＜

Ｐ４～Ｐ１３＞ 

 日程第 ６  議案第３６号 令和３年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第

３号）＜Ｐ４～Ｐ１３＞ 

 日程第 ７  議案第３７号 令和３年度足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）＜Ｐ４～Ｐ１３＞ 

 日程第 ８  議案第３８号 令和３年度足寄町資源ごみ処理等事業会計補正予算（第４

号）＜Ｐ４～Ｐ１３＞ 

 日程第 ９  議案第３９号 令和３年度足寄町上水道事業会計補正予算（第２号）＜Ｐ

４～Ｐ１３＞ 

 日程第１０  議案第４０号 令和３年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

４号）＜Ｐ４～Ｐ１３＞ 

 日程第１１  議案第４１号 令和４年度足寄町一般会計予算＜Ｐ１３～Ｐ２２＞ 

 日程第１２  議案第４２号 令和４年度足寄町国民健康保険事業特別会計予算＜Ｐ１３

～Ｐ２２＞ 

 日程第１３  議案第４３号 令和４年度足寄町簡易水道特別会計予算＜Ｐ１３～Ｐ２

２＞ 

 日程第１４  議案第４４号 令和４年度足寄町公共下水道事業特別会計予算＜Ｐ１３～

Ｐ２２＞ 

 日程第１５  議案第４５号 令和４年度足寄町介護保険特別会計予算＜Ｐ１３～Ｐ２

２＞ 

 日程第１６  議案第４６号 令和４年度足寄町介護サービス事業特別会計予算＜Ｐ１３

～Ｐ２２＞ 

 日程第１７  議案第４７号 令和４年度足寄町後期高齢者医療特別会計予算＜Ｐ１３～

Ｐ２２＞ 

 日程第１８  議案第４８号 令和４年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会計予算＜Ｐ１

３～Ｐ２２＞ 

 日程第１９  議案第４９号 令和４年度足寄町上水道事業会計予算＜Ｐ１３～Ｐ２２＞ 

 日程第２０  議案第５０号 令和４年度足寄町国民健康保険病院事業会計予算＜Ｐ１３

～Ｐ２２＞ 

 追加日程第 １  一般質問＜Ｐ２３～Ｐ２９＞ 
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午前１０時００分 開議 

 

◎ 開議宣告 

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはよう

ございます。 

 全員の出席でございます。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

昨日開催されました、第１回定例会に伴う

議会運営委員会の協議の結果を報告しま

す。 

 本日、３月１６日は、初めに議案第３１

号から議案第４０号までの令和３年度補正

予算案の提案説明を受けた後、即決で審議

いたします。 

 次に、議案第４１号から議案第５０号ま

での新年度予算案の提案説明を受けた後、

予算審査特別委員会を設置し、会期中の審

査といたします。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 答弁訂正の申出 

○議長（吉田敏男君） この際、お諮りを

いたします。 

 渡辺町長より、昨日３月１５日の髙橋健

一議員の一般質問に対する答弁の中で、一

部訂正したい旨、申出がありました。 

 この申出を許可することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 町長の発言を許します。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しを頂

きましたので、訂正とおわびを申し上げま

す。 

 昨日の髙橋健一議員のネイパル足寄に関

する一般質問の中で、ネイパル足寄の土地

の所有については北海道ということでお答

えしましたが、議会終了後にちょっと調べ

たところ、足寄町が所有し無償貸与してい

るということが分かりました。 

 北海道の施設であり、当然北海道が所有

している土地に建設されたものと思い込み

まして、調査せずに間違った答弁となって

しまいました。 

 ここで訂正をさせていただき、間違った

答弁となってしまったことをおわび申し上

げます。大変申し訳ございませんでした。 

○議長（吉田敏男君） 以上で、答弁の訂

正を終わります。 

 ７番。 

○７番（髙橋健一君） 調査していただき

まして、本当にありがとうございます。 

 ちょっと昨日は町長の発言で気持ちが萎

えてしまいまして、もうちょっと迫力を出

すところをすっかり興をそがれてしまった

感じがしますけれども、しかし、事実関係

が分かってほっとしています。 

 ネイパルの敷地は全部足寄の所有です。

足寄町の所有です。そして、無償貸与して

きました。それに対して、今度は道のほう

は今まで５人の職員、それから食堂の業

者、それに掃除のおばさんたちの首を切っ

ておきながら、何の説明も足寄になかった

ということです。私はキャスチングボート

を握っているのは足寄町だと思います。こ

んな愚行を許すわけにはいかないので、ど

うぞ足寄町としても白紙撤回を求めて、道

に、道教委に抗議をしていただきたい。よ

ろしくお願いいたします。 

 それから、議会のほうでももう少し議論

を尽くして、どうぞ皆様、職を失った人た
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ちが浮かばれるように善処していただきた

いと思っています。よろしくお願いしま

す。 

○議長（吉田敏男君） ただいまの髙橋議

員の発言がありました。 

 町長の訂正に対する発言でありますけれ

ども、これはこれ以上ということになりま

すと、議会運営委員会にお諮りをいたしま

すから、その後に御発言を頂きたいと思い

ます。 

 議会運営委員会委員長、お願いします。

この件について、後ほどでよろしいですか

ら。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

髙橋健一議員の意向を捉えて、また議会運

営委員会で審議したいと思いますけれど

も、今のところ髙橋議員からまた休憩中に

でも何か申出がありましたら、開きたいと

思います。 

 そして、昨日、そういう間違った答弁あ

ることによって、一般質問が勢いがそがれ

たというか、また答弁やり取りも違った、

髙橋健一議員がお話のように、違ったこと

と思いますので、本当に残念だなと思いま

すので、またよく考えていただいて、議会

運営委員会のほうに申し出ていただけれ

ば、また諮りたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（吉田敏男君） ただいまのような

ことでよろしいですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、日程に

入ります。 

 

◎ 議案第３１号から議案第４０号まで 

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 議案第

３１号令和３年度足寄町一般会計補正予算

（第１４号）から日程第１０ 議案第４０

号令和３年度足寄町国民健康保険病院事業

会計補正予算（第４号）までの１０件を一

括議題といたします。 

 本件につきまして、提案理由の説明を求

めます。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第３１号令和３年度足寄町

一般会計補正予算（第１４号）から議案第

４０号令和３年度足寄町国民健康保険病院

事業会計補正予算（第４号）まで一括提案

理由を御説明申し上げます。 

 補正予算つづり１ページをお願いいたし

ます。 

 議案第３１号令和３年度足寄町一般会計

補正予算（第１４号）について、御説明申

し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ２億３３４万７,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９５億

７,６９０万７,０００円とするものでござ

います。 

 歳出の主なものから御説明申し上げま

す。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、第１

目一般管理費、第４節共済費におきまし

て、会計年度任用職員等社会保険料を１,１

６７万円減額いたしました。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 第２目基金積立金、第２４節積立金にお

きまして、財政調整基金積立金といたしま

して１億７,０３７万１,０００円を計上い

たしました。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 第３項戸籍住民基本台帳費、第１目戸籍

住民基本台帳費、第１２節委託料におきま

して、住民基本台帳システム改修業務とい

たしまして２７３万３,０００円を計上いた

しました。 

 ６６ページをお願いいたします。 

 第４款衛生費、第２項清掃費、第２目塵

芥処理費、第１８節負担金、補助及び交付

金におきまして、十勝圏複合事務組合塵芥

負担金といたしまして、１３５万４,０００
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円を計上いたしました。 

 ６８ページをお願いいたします。 

 第４項病院費、第１目病院費、第１８節

負担金、補助及び交付金におきまして、不

採算地区病院運営経費負担金といたしまし

て２,０８４万６,０００円を計上いたしま

した。 

 ７０ページをお願いいたします。 

 第６款農林水産業費、第１目農業費、第

４目畜産草地費、第２０節貸付金におきま

して、畜産振興資金貸付金を５,３３７万

６,０００円減額いたしました。 

 ７２ページをお願いいたします。 

 第５目農地費、第１８節負担金、補助及

び交付金におきまして、道営中足寄地区及

び西足寄地区水利施設等保全高度化事業、

営農用水負担金を合わせて３,３４３万９,

０００円減額いたしました。 

 ７８ページをお願いいたします。 

 第７款商工費、第１項商工費、第３目観

光費、第１７節備品購入費におきまして、

オンネトー野営場休憩舎の初度備品といた

しまして２００万４,０００円を計上いたし

ました。 

 第８款土木費、第１項土木管理費、第２

目地籍調査費、第１２節委託料におきまし

て、地籍測量業務を３,４４６万７,０００

円減額いたしました。 

 ８４ページをお願いいたします。 

 第４項都市計画費、第２目下水道費、第

２７節繰出金におきまして、公共下水道事

業特別会計繰出金を４,３６７万３,０００

円減額いたしました。 

 以上で歳出を終わり、次に歳入の主なも

のについて御説明申し上げます。 

 歳入につきましては１０ページからとな

りますが、１２ページへお戻りください。 

 第１１款地方交付税におきまして、普通

地方交付税といたしまして１億２,２４９万

９,０００円を計上いたしました。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 第１６款道支出金におきまして、下段に

なりますが、地籍調査事業道補助金を２,３

８０万３,０００円減額いたしました。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 第１７款財産収入におきまして、立木、

カラマツ売払収入といたしまして２,９９９

万９,０００円を計上いたしました。 

 第１９款繰入金におきまして、財源調整

のため財政調整基金繰入金を２億３,２１６

万６,０００円減額いたしました。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 第２２款町債におきまして、第２目辺地

対策事業債を合わせて３,６５０万円減額い

たしました。 

 第３目過疎対策事業債を合わせて３,５７

０万円減額いたしました。 

 ６ページへお戻りください。 

 第２表繰越明許費９件をお願いいたしま

した。 

 第３表地方債補正、変更３件をお願いい

たしました。 

 以上で、令和３年度足寄町一般会計補正

予算（第１４号）について、説明を終わり

ます。 

 次に、特別会計について御説明申し上げ

ます。 

 １１３ページをお願いいたします。 

 議案第３２号令和３年度足寄町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて、御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５４８万４,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ９億３,９０７

万７,０００円とするものでございます。 

 歳出の主なものから申し上げます。 

 １２４ページをお願いいたします。 

 第２款保険給付費、第１項保険給付費、

第１目療養諸費におきまして、療養給付費

負担金といたしまして６０３万２,０００円

を計上いたしました。 

 １２８ページをお願いいたします。 

 第７款諸支出金、第２項操出金、第１目

直営診療施設勘定操出金におきまして、国
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民健康保険病院事業会計操出金といたしま

して４３３万円を計上いたしました。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 １１８ページへお戻りください。 

 第１款国民健康保険税におきまして、医

療給付費分の現年課税分など、合わせて１,

２１９万４,０００円を計上いたしました。 

 第２款道支出金におきまして、保険給付

費等交付金など、合わせて６５４万３,００

０円を計上いたしました。 

 次に、１３１ページをお願いいたしま

す。 

 議案第３３号令和３年度足寄町簡易水道

特別会計補正予算（第３号）について、御

説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ５６０万８,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４,５９７万

５,０００円とするものでございます。 

 歳入歳出予算の内容につきましては、主

に事業執行による減額でございますので、

説明は省略させていただきます。 

 １３３ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正、変更１件をお願いい

たしました。 

 次に、１５３ページをお願いいたしま

す。 

 議案第３４号令和３年度足寄町公共下水

道事業特別会計補正予算（第４号）につい

て、御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ４,０３５万９,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３,

０８４万１,０００円とするものでございま

す。 

 歳入歳出予算の内容につきましては、主

に事業執行による減額でございますので、

説明は省略させていただきます。 

 １５５ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正、変更２件をお願いい

たしました。 

 次に、１７７ページをお願いいたしま

す。 

 議案第３５号令和３年度足寄町介護保険

特別会計補正予算（第３号）について、御

説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ８,２６７万３,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億８,

２３８万３,０００円とするものでございま

す。 

 歳出の主なものから申し上げます。 

 １９０ページをお願いいたします。 

 第２款保険給付費、第１項介護サービス

等諸費、第１目介護サービス給付費におき

まして、居宅介護サービス給付費など、合

わせて７,２８４万９,０００円減額いたし

ました。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 １８２ページへお戻りください。 

 第４款支払基金交付金におきまして、介

護給付費交付金を３,６５７万４,０００円

減額いたしました。 

 第５款道支出金におきまして、介護給付

費道負担金を１,７２３万３,０００円減額

いたしました。 

 次に、１９９ページをお願いいたしま

す。 

 議案第３６号令和３年度足寄町介護サー

ビス事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて、御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１,７５５万２,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９,

７２４万５,０００円とするものでございま

す。 

 歳入歳出予算の内容につきましては、主

に事業執行による減額でございますので、

説明は省略させていただきます。 

 次に、２２３ページをお願いいたしま

す。 

 議案第３７号令和３年度足寄町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第３号）につい

て、御説明申し上げます。 
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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１５２万５,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,５４

６万９,０００円とするものでございます。 

 歳入歳出予算の内容につきましては、主

に事業執行による減額等でございますの

で、説明は省略させていただきます。 

 次に、２３３ページをお願いいたしま

す。 

 議案第３８号令和３年度足寄町資源ごみ

処理等事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて、御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ２８万１,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７,００８万

３,０００円とするものでございます。 

 歳入歳出予算の内容につきましては、主

に事業執行による減額等でございますの

で、説明は省略させていただきます。 

 次に、企業会計について御説明申し上げ

ます。 

 ２４３ページをお願いいたします。 

 議案第３９号令和３年度足寄町上水道事

業会計補正予算（第２号）について、御説

明申し上げます。 

 資本的収入及び支出の予定額から資本的

収入額２,３１７万１,０００円、資本的支

出額５９４万円をそれぞれ減額し、資本的

収入の予定額を２,２１８万６,０００円

に、資本的支出の予定額を７,０１５万７,

０００円とするものでございます。 

 資本的収入及び支出の予定額の補正に伴

い、予算第４条本文括弧書き中、資本的収

入が資本的支出額に対して不足する額を４,

７９７万１,０００円に、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額を２７９万

８,０００円に、当年度分損益勘定留保資金

を４,５１７万３,０００円にそれぞれ改め

るものでございます。 

 補正予算の内容につきましては、主に事

業執行による減額等でございますので、説

明は省略させていただきます。 

 次に、２４９ージをお願いいたします。 

 議案第４０号令和３年度足寄町国民健康

保険病院事業会計補正予算（第４号）につ

いて、御説明申し上げます。 

 収益的収入及び支出の予定額から収入支

出それぞれ３,９５４万３,０００円を減額

し、収益的収入及び支出の予定額を収入支

出それぞれ１１億５,６１８万４,０００円

とするものでございます。 

 次に、資本的収入の予定額から８７８万

７,０００円を減額し、資本的収入の予定額

を１億４９０万４,０００円とするものでご

ざいます。 

 資本的収入の予定額の補正に伴い、予算

第４条本文括弧書き中、資本的収入が資本

的支出額に対して不足する額及び過年度分

損益勘定留保資金を３,６４１万６,０００

円に改めるものでございます。 

 補正予算の内容につきましては、主に事

業執行による減額等でございますので、説

明は省略させていただきます。 

 ２５０ページをお願いいたします。 

 第４条におきまして、地方債補正、変更

１件をお願いいたしました。 

 第５条におきまして、予算第８条に定め

た議会の議決を経なければ流用することが

できない経費の職員給与費を２,８１５万

４,０００円減額し、７億５,１７０万５,０

００円とするものでございます。 

 第６条におきまして、予算第１０条に定

めた棚卸資金の購入限度額を１億１,５４１

万５,０００円に改めるものでございます。 

 以上、議案第３１号令和３年度足寄町一

般会計補正予算（第１４号）から、議案第

４０号令和３年度足寄町国民健康保険病院

事業会計補正予算（第４号）までの説明と

させていただきます。 

 次に、令和３年度予算の専決処分につい

てのお願いでございます。 

 令和３年度の収支につきましては、おお

むね見通せる状況にありますが、地方譲与

税、特別交付税など、収入の一部について
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未確定の項目がございます。 

 これらの収入はいずれも３月下旬にかけ

て額が確定するため、今回議決をお願いし

ております予算決定後において増減が予想

されます。これらのことから、収入の状況

により予算の専決処分の措置を講じさせて

いただきたいと考えておりますので、あら

かじめ御了承のほどお願いを申し上げま

す。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きます。御審議賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、議案第３１号令和３年度足寄

町一般会計補正予算（第１４号）の件の質

疑を行います。 

 ３０ページをお開きください。 

 歳出から始めます。 

 款で進めます。 

 ３０ページ、第１款議会費、質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に３０ページか

ら４８ページ、第２款総務費、質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に４８ページか

ら６２ページ、第３款民生費、質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。 

 ６２ページから６８ページ、第４款衛生

費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に６８ページ、

第５款労働費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。 

 ７０ページから７６ページ、第６款農林

水産業費。 

 ６番。 

○６番（熊澤芳潔君） ７１ページの関係

で、畜産草地費ですか、節の貸付金につい

てお伺いいたします。 

 ここで、貸付金で、昨日川上議員が畜産

振興改良資金ですか、畜産振興資金につい

て質問をしていただいたわけですけれど

も、その中でちょっと私も分からなかった

のですけれども、５,３００万円もの減額に

なっていますよね。この資金については無

利子だったと思うし、足寄町は新規就農者

が多いよということの中であったのですけ

れども、これだけの減額ということについ

ては何か理由があったのかどうかお聞きし

ます。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君）  こちらのほ

う、今年やはり生乳の生産抑制があったと

いうことで、乳牛の導入する農家がいな

かったということで、これだけの減額に

なっているということでございます。 

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

（「分かりました」と呼ぶ者あり） 

 他に、農林水産業費、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参

ります。 

 ７６ページから７８ページ、第７款商工

費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） ７８ページから８

８ページ、第８款土木費、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。 

 ８８ページから９０ページ、第９款消防

費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。 

 ９０ページから１１０ページ、第１０款

教育費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。 
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 第１１款災害復旧費、質疑はございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 第１２款公債費、

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に、第１３款職

員費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 歳出総括ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君）  それでは、１０

ページにお戻りください。 

 歳入に入ります。 

 款で進めます。 

 第１款町税、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に１２ページ、

第６款法人事業税交付金、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に、第８款環境

性能割交付金、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に、第９款国有

提供施設等所有市町村助成交付金、質疑は

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。 

 第１１款地方交付税、質疑はございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） １２ページから１

４ページ、第１３款分担金及び負担金、質

疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に１４ページか

ら１６ページ、第１４款使用料及び手数

料、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に１６ページか

ら１８ページ、第１５款国庫支出金、質疑

はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に２０ページか

ら２２ページ、第１６款道支出金、質疑は

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） ２２ページから２

４ページ、第１７款財産収入、質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に、第１８款寄

附金、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に、第１９款繰

入金、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に２４ページか

ら２８ページ、第２１款諸収入、質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。 

 第２２款町債、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 歳入総括ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、６ペー

ジにお戻りください。 

 第２表繰越明許費９件、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に、第３表地方

債補正、変更３件、質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、これで

質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 
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 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第３１号令和３年度足寄

町一般会計補正予算（第１４号）の件を採

決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第３１号令和３年度足

寄町一般会計補正予算（第１４号）の件

は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第３２号令和３年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）の件の質疑を行います。 

 １１８ページから１２８ページ、歳入歳

出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第３２号令和３年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）の件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第３２号令和３年度足

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 これから、議案第３３号令和３年度足寄

町簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）の件の質疑を行います。 

 １３８ページから１４２ページ、歳入歳

出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） １３３ページにお

戻りください。 

 第２表地方債補正、変更１件、質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第３３号令和３年度足寄

町簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）の件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第３３号令和３年度足

寄町簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。 



― 11 ― 

 これから、議案第３４号令和３年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）の件の質疑を行います。 

 １６０ページから１６６ページ、歳入歳

出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括、ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に、１５５ペー

ジにお戻りください。 

 第２表地方債補正、変更２件、質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君）  全体に対する総

括、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第３４号令和３年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）の件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第３４号令和３年度足

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第

４号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 これから、議案第３５号令和３年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第３号）の

件の質疑を行います。 

 １８２ページから１９６ページまで、歳

入歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

 ３番。 

○３番（進藤晴子君） １９０ページの介

護サービス給付費のことでお伺いをいたし

ます。 

 居宅介護サービス費、施設介護サービス

給付費、減額になっておりますが、この内

容を教えていただいてよろしいでしょう

か。減額になった理由ですね。お願いいた

します。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 介護サービス

給付費の減額についてなのですけれども、

当初は利用見込みを推計して計上させてい

ただいていたのですけれども、実際に実績

といたしまして居宅介護サービス費です

と、例えば小規模多機能が定員まで全員使

わなかったとか、各事業所の利用見込みに

よりまして減りました。 

 また、施設介護サービス費につきまして

は、特養ですとか老健とかの給付費なので

すが、そちらもある程度満床になるぐらい

の利用されても大丈夫な給付費を計上して

いたのですけれども、見込みより少なかっ

たということで減額とさせていただきまし

た。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） では、居宅のほう

に関しましては、町民のコロナに関する影

響とかそういうもので、いつもはできる

サービスができなかったということではな

いですね。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 居宅介護サー

ビスにつきましては、今回コロナの影響も

ありましたけれども、各事業所が感染対策

を行っていただきまして、通所をやめると

か訪問を控えるとか、そういうような対応

はなく、サービスを提供していただいてお

ります。 
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 以上です。 

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。 

 他に、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括、ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで、討論を終わります。 

 これから、議案第３５号令和３年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第３号）の

件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第３５号令和３年度足

寄町介護保険特別会計補正予算（第３号）

の件は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第３６号令和３年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第

３号）の件の質疑を行います。 

 ２０４ページから２１２ページ、歳入歳

出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括、ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第３６号令和３年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第

３号）の件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第３６号令和３年度足

寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第３号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 これから、議案第３７号令和３年度足寄

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）の件の質疑を行います。 

 ２２８ページから２３０ページ、歳入歳

出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第３７号令和３年度足寄

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）の件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第３７号令和３年度足

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第
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３号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 これから、議案第３８号令和３年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第４号）の件の質疑を行います。 

 ２３８ページから２４０ページ、歳入歳

出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括、ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第３８号令和３年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第４号）の件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第３８号令和３年度足

寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第４号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 ２４３ページをお開きください。 

 これから、議案第３９号令和３年度足寄

町上水道事業会計補正予算（第２号）の件

の質疑を行います。 

 ２４６ページ、資本的収入及び支出一括

で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括、ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第３９号令和３年度足寄

町上水道事業会計補正予算（第２号）の件

を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第３９号令和３年度足

寄町上水道事業会計補正予算（第２号）の

件は、原案のとおり可決されました。 

 ２４９ページをお開きください。 

 これから、議案第４０号令和３年度足寄

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

４号）の件の質疑を行います。 

 ２５４ページ、収益的収入及び支出一括

で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君）  次に２５６ペー

ジ、資本的収入、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に、２５０ペー

ジにお戻りください。 

 第４条、予算第５条中企業債の変更から

第６条、予算第１０条中棚卸資産の購入限

度額の変更まで、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 
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 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第４０号令和３年度足寄

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

４号）の件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第４０号令和３年度足

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第４号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

 １１時１５分まで休憩といたします。 

午前１１時０１分 休憩 

午前１１時１７分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 

◎ 議案第４１号から議案第５０号まで 

○議長（吉田敏男君） 日程第１１ 議案

第４１号令和４年度足寄町一般会計予算の

件から、日程第２０ 議案第５０号令和４

年度足寄町国民健康保険病院事業会計予算

までの１０件を一括議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第４１号令和４年度足寄町

一般会計予算から議案第５０号令和４年度

足寄町国民健康保険病院事業会計予算まで

一括提案理由を御説明申し上げます。 

 一般会計予算書１ページをお願いいたし

ます。 

 議案第４１号令和４年度足寄町一般会計

予算について、御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ９４億５,９６３万１,０００円と定める

ものでございます。 

 歳出の主なものから御説明申し上げま

す。 

 ４６ページをお願いいたします。 

 第１款議会費、第１項議会費、第１目議

会費、第１４節工事請負費におきまして、

議場設備更新工事といたしまして１,４２６

万円を計上いたしました。 

 ６２ページをお願いいたします。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、第８

目財産管理費、第１４節工事請負費におき

まして、平和生活改善センター改修工事と

いたしまして４１７万５,０００円を計上い

たしました。 

 ６６ページをお願いいたします。 

 第１４目企画振興費におきまして、ふる

さと足寄応援寄附推進事業といたしまし

て、ふるさと納税謝礼３,４００万円、６８

ページになりますが、ふるさと納税サポー

ト業務委託料５９４万円など、合わせて５,

０００万円を計上いたしました。 

 第１２節委託料におきまして、市街地コ

ミュニティーバス運行管理業務といたしま

して８４３万７,０００円、移住等サポート

業務といたしまして５６４万７,０００円を

それぞれ計上いたしました。 

 ７０ページをお願いいたします。 

 第１８節負担金、補助及び交付金におき

まして、住環境・店舗等整備補助金４,７５

０万円、まちづくり活動支援補助金１５０

万円、結婚新生活支援事業補助金２１０万

円、ふるさと納税返礼品開発支援補助金１

００万円などを計上いたしました。 

 第２４節積立金におきまして、ふるさと

足寄応援基金積立金といたしまして５,００

０万円を計上いたしました。 

 ７２ページをお願いいたします。 

 第１５目行政情報管理費、第１３節使用

料及び賃借料におきまして、クラウドシス
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テム使用料といたしまして６,３４０万４,

０００円を計上いたしました。 

 ７６ページをお願いいたします。 

 第１７目あしょろ銀河ホール２１管理

費、第１２節委託料におきまして、屋上防

水改修設計業務といたしまして１２４万３,

０００円を計上いたしました。 

 第１８目新エネルギー対策費、第１２節

委託料におきまして、再生可能エネルギー

導入計画策定業務といたしまして９９０万

円を計上いたしました。 

 ８２ページをお願いいたします。 

 第３項戸籍住民基本台帳費、第１目戸籍

住民基本台帳費、第１２節委託料におきま

して、戸籍総合システム改修業務といたし

まして５７２万円を計上いたしました。 

 ８４ページをお願いいたします。 

 第４項選挙費、第２目参議院議員選挙費

におきまして、選挙に要する経費といたし

まして職員手当等の人件費のほか需用費、

委託料など合わせて１,２６６万９,０００

円を計上いたしました。 

 ８６ページをお願いいたします。 

 第３目北海道知事・北海道議会議員選挙

費におきまして、選挙に要する経費といた

しまして、職員手当等の人件費のほか需用

費、委託料など合わせて８６５万２,０００

円を計上いたしました。 

 ９０ページをお願いいたします。 

 第３款民生費、第１項社会福祉費、第１

目社会福祉総務費、第１２節委託料におき

まして、障害者地域生活支援センター管理

運営業務といたしまして２,２４８万７,０

００円を計上いたしました。 

 ９２ページをお願いいたします。 

 第１４節工事請負費におきまして、障害

者地域生活支援拠点施設外構工事といたし

まして１,５８６万２,０００円を計上いた

しました。 

 第１８節負担金、補助及び交付金におき

まして、足寄町社会福祉協議会補助金とい

たしまして３,６４３万６,０００円を計上

いたしました。 

 第１９節扶助費におきまして、障害者自

立支援給付費３億１,８３４万８,０００

円、障害者医療費１,８２７万４,０００

円、９４ページの上段になりますが、障害

者地域生活支援給付費１,７４２万３,００

０円などを計上いたしました。 

 第５目後期高齢者医療費、第１８節負担

金、補助及び交付金におきまして、療養給

付費負担金といたしまして９,４２７万２,

０００円を計上いたしました。 

 ９８ページをお願いいたします。 

 第２項老人福祉費、第１目老人福祉総務

費、第１４節工事請負費におきまして、屋

内ゲートボール競技場人工芝張り替え工事

といたしまして、８８２万１,０００円を計

上いたしました。 

 １００ページをお願いいたします。 

 第３目介護保険助成費におきまして、介

護人材確保対策事業といたしまして、委託

料、補助金など合わせて８９３万円を計上

いたしました。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 第４目介護サービス事業助成費、第１８

節負担金、補助及び交付金におきまして、

軽費老人ホーム経営安定資金補助金といた

しまして８００万円を計上いたしました。 

 第６目高齢者等複合施設運営費、第１２

節委託料におきまして、高齢者等複合施設

管理運営業務といたしまして４,２７４万

９,０００円を計上いたしました。 

 第１４節工事請負費におきまして、手す

り等設置工事といたしまして１５７万１,０

００円を計上いたしました。 

 １０４ページをお願いいたします。 

 第７目地域支援事業費、第１８節負担

金、補助及び交付金におきまして、介護療

養型老人保健施設経営安定資金補助金とい

たしまして２,１７５万６,０００円を計上

いたしました。 

 １０６ページをお願いいたします。 

 第３項児童福祉費、第１目児童福祉総務
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費、第１８節負担金、補助及び交付金にお

きまして、認定こども園どんぐりなど保護

者負担金無償化事業補助金といたしまし

て、合わせて２,０６２万５,０００円を計

上いたしました。 

 １１２ページをお願いいたします。 

 第４目僻地保育所費、第１４節工事請負

費におきまして、上利別保育所空調設備整

備工事といたしまして６４万７,０００円を

計上いたしました。 

 １１６ページをお願いいたします。 

 第８目子育て支援費、第７節報奨費にお

きまして、子育て応援出産祝金といたしま

して５９０万円を計上いたしました。 

 １２０ページをお願いいたします。 

 第４款衛生費、第１項保健衛生費、第２

目予防費におきまして、新型コロナウイル

ス感染症ワクチン接種事業といたしまし

て、会計年度任用職員報酬などの人件費の

ほか医師等への謝礼や委託料など、合わせ

て３,９０２万３,０００円を計上いたしま

した。 

 １２６ページをお願いいたします。 

 第４目環境衛生費におきまして、足寄町

営温泉浴場新築事業といたしまして、建築

確認申請等手数料５２万６,０００円、外構

実施設計業務委託料７３１万５,０００円、

合わせて７８４万１,０００円を計上いたし

ました。 

 １２８ページをお願いいたします。 

 第１４節工事請負費におきまして、火葬

炉設備修繕工事といたしまして、３２３万

４,０００円を計上いたしました。 

 第２項衛生費、第２目じんかい処理費、

第１２節委託料におきまして、一般廃棄物

収集運搬業務といたしまして５,３８４万

５,０００円を計上いたしました。 

 第１８節負担金、補助及び交付金におき

まして、十勝圏複合事務組合じんかい負担

金といたしまして２,９５６万４,０００円

を計上いたしました。 

 １３０ページをお願いいたします。 

 第３目し尿処理費、第１２節委託料にお

きまして、し尿収集運搬業務といたしまし

て１,２９９万１,０００円を計上いたしま

した。 

 第１８節負担金、補助及び交付金におき

まして、十勝圏複合事務組合し尿負担金と

いたしまして８３８万２,０００円を計上い

たしました。 

 第４項病院費、第１目病院費におきまし

て、国民健康保険病院対策費といたしまし

て、救急医療確保経費負担金などのほか、

１３３ページまでになりますが、補助金、

出資金合わせて５億５８０万円を計上いた

しました。 

 １３６ページをお願いいたします。 

 第６款農林水産業費、第１項農業費、第

３目農業振興費におきまして、農業担い手

育成支援事業といたしまして、１４１ペー

ジまでになりますが、新規就農志向者営農

指導交付金、農業次世代人材投資資金な

ど、合わせて２,３５５万５,０００円、防

衛施設周辺農業用施設設置事業補助金とい

たしまして５,１８６万７,０００円をそれ

ぞれ計上いたしました。 

 １４２ページをお願いいたします。 

 第４目畜産草地費、第２０節貸付金にお

きまして、畜産振興資金貸付金といたしま

して１億円を計上いたしました。 

 第５目農地費、第１２節委託料におきま

して、西足寄地区配水管等調査設計業務と

いたしまして９２５万１,０００円、上足寄

地区営農用飲雑用水基礎調査業務といたし

まして６６３万３,０００円をそれぞれ計上

いたしました。 

 第１４節工事請負費におきまして、西足

寄地区配水管改修工事といたしまして２,３

２７万６,０００円を計上いたしました。 

 第１８節負担金、補助及び交付金におき

まして、道営足寄地区農地整備（担い手育

成型）事業負担金といたしまして２,８９０

万円、１４４ページになりますが、道営中

足寄地区及び西足寄地区水利施設等保全高
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度化事業（営農用水）負担金といたしまし

て、合わせて１億３,３４１万１,０００円

を計上いたしました。 

 １４６ページをお願いいたします。 

 第７目営農用水道等費、第１４節工事請

負費におきまして、営農用水道計装装置更

新工事といたしまして１,５５８万７,００

０円を計上いたしました。 

 １４８ページをお願いいたします。 

 第９目畜産物処理加工施設運営費、第１

４節工事請負費におきまして、施設トラン

スＰＣＢ調査・撤去工事といたしまして９

３９万８,０００円を計上いたしました。 

 １５０ページをお願いいたします。 

 第１０目多面的機能発揮促進事業費、第

１８節負担金、補助及び交付金におきまし

て、中山間地域等直接支払交付金２億９４

万３,０００円、多面的機能支払交付金４,

６４３万９,０００円、環境保全型農業直接

支払交付金６７４万３,０００円をそれぞれ

計上いたしました。 

 １５４ページをお願いいたします。 

 第２項林業費、第１目林業振興費、第１

８節負担金、補助及び交付金におきまし

て、森林環境推進事業補助金といたしまし

て３,１５１万円、豊かな森づくり推進事業

補助金といたしまして１,９８４万３,００

０円を計上いたしました。 

 第２４節積立金におきまして、森林環境

譲与税基金積立金といたしまして５,４０３

万６,０００円を計上いたしました。 

 第３目町有林管理費におきまして、森林

整備事業といたしまして、除間伐や準備地

ごしらえ等の手数料など、合わせて３,４８

５万９,０００円を計上いたしました。 

 １５６ページをお願いいたします。 

 第４目水源林造林事業費におきまして、

水源林造林事業といたしまして、下刈りや

集積、間伐等の手数料など、合わせて８,８

６２万２,０００円を計上いたしました。 

 １５８ページをお願いいたします。 

 第７款商工費、第１項商工費、第１目商

工振興費におきまして、商工振興対策経費

といたしまして、足寄町商工会補助金、産

業振興事業補助金など、合わせて３,１２０

万４,０００円、中小企業特別融資事業とい

たしまして、貸付金１億９,０００万円、新

型コロナウイルス対応の商工振興対策経費

といたしまして、「頑張ろう足寄！プレミ

アム付商品券」発行事業補助金など、合わ

せて５,４３０万円をそれぞれ計上いたしま

した。 

 １６２ページをお願いいたします。 

 第３目観光費、第１４節工事請負費にお

きまして、雌阿寒温泉公衆トイレ等水道施

設改修工事といたしまして１,９９６万５,

０００円を計上いたしました。 

 第１８節負担金、補助及び交付金におき

まして、１６５ページになりますけれど

も、足寄ふるさと盆踊り・両国花火大会実

行委員会等補助金といたしまして５００万

円、足寄観光協会補助金といたしまして９

５０万円をそれぞれ計上いたしました。 

 第８款土木費、第１項土木管理費、第２

目地籍調査費におきまして、地籍調査事業

といたしまして、１６７ページまでになり

ますが、地籍測量業務委託料４,６３０万

４,０００円など、合わせて６,４４５万４,

０００円を計上いたしました。 

 １６８ページをお願いいたします。 

 第２項道路橋梁費、第１目道路維持費、

第１４節工事請負費におきまして、町道応

急補修工事など、合わせて９,２９４万２,

０００円を計上いたしました。 

 １７０ページをお願いいたします。 

 第２目道路管理費、第１４節工事請負費

におきまして、街路灯等整備工事といたし

まして１,１７１万９,０００円を計上いた

しました。 

 １７２ページをお願いいたします。 

 第３目土木車両管理費、第１７節備品購

入費におきまして、タイヤショベルといた

しまして６４９万円を計上いたしました。 

 第４目臨時地方道整備事業費、第１２節
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委託料におきまして、下愛冠１丁目７号通

り調査設計業務といたしまして６４２万４,

０００円を計上いたしました。 

 第１４節工事請負費におきまして、南２

条２号通り整備工事といたしまして２,４２

５万５,０００円を計上いたしました。 

 第５目道路新設改良費におきまして、橋

梁長寿命化修繕事業といたしまして、調査

設計及び点検業務委託料、修繕工事請負

費、合わせて１億６,０１８万２,０００

円、道路ストック修繕事業といたしまし

て、調査設計業務委託料、修繕工事請負

費、合わせて４,６１０万１,０００円をそ

れぞれ計上いたしました。 

 １８０ページをお願いいたします。 

 第４項都市計画費、第４目公園事業費に

おきまして、里見が丘公園整備事業といた

しまして、業務委託料、整備工事請負費な

ど、合わせて７,１７１万９,０００円、公

園施設長寿命化修繕事業といたしまして、

業務委託料、修繕工事請負費など合わせて

２,９４３万３,０００円をそれぞれ計上い

たしました。 

 １８２ページをお願いいたします。 

 第５項住宅費、第１目住宅管理費、第１

２節委託料におきまして、北星団地公営住

宅解体工事実施設計業務といたしまして１

３４万２,０００円を計上いたしました。 

 第１４節工事請負費におきまして、北星

団地公営住宅解体工事といたしまして１,４

５１万９,０００円、下愛冠団地公営住宅下

水道接続工事といたしまして２５０万５,０

００円をそれぞれ計上いたしました。 

 １８４ページをお願いいたします。 

 第９款消防費、第１項消防費、第１目消

防費におきまして、常備消防管理経費とい

たしまして、消防庁舎屋上防水改修工事請

負費２,６７５万５,０００円、十勝広域消

防事務組合消防負担金２億３,２５１万円な

ど、合わせて２億７,０１１万２,０００

円、非常備消防管理経費といたしまして、

消防団詰所屋根塗装工事請負費２０３万７,

０００円など、合わせて４,２５５万円をそ

れぞれ計上いたしました。 

 １９２ページをお願いいたします。 

 第１０款教育費、第１項教育総務費、第

２目事務局費、第１２節委託料におきまし

て、足寄町学習塾管理運営業務といたしま

して３,６６３万円を計上いたしました。 

 第１８節負担金、補助及び交付金におき

まして、足寄高等学校振興会補助金といた

しまして８７０万８,０００円、足寄高等学

校通学費等補助金といたしまして３,０６９

万３,０００円、足寄高校生海外研修派遣事

業実行委員会補助金といたしまして５,４１

４万５,０００円をそれぞれ計上いたしまし

た。 

 １９６ページをお願いいたします。 

 第４目スクールバス管理費、第１７節備

品購入費におきまして、スクールバスとい

たしまして１,０５０万２,０００円を計上

いたしました。 

 ２００ページをお願いいたします。 

 第２項小学校費、第１目学校管理費、第

１４節工事請負費におきまして、足寄小学

校教員住宅改修工事といたしまして３３０

万２,０００円、２０２ページになります

が、僻地小学校保健室空調設備整備工事と

いたしまして２５８万８,０００円をそれぞ

れ計上いたしました。 

 ２０４ページをお願いいたします。 

 第２目学校教育費、第１７節備品購入費

におきまして、タブレットパソコン一式と

いたしまして５６１万５,０００円を計上い

たしました。 

 第３目学校建設費、第１４節工事請負費

におきまして、螺湾小学校外部改修工事と

いたしまして６,８１５万２,０００円を計

上いたしました。 

 ２０６ページをお願いいたします。 

 第３項中学校費、第１目学校管理費、第

１７節備品購入費におきまして、パソコン

一式といたしまして６４８万８,０００円を

計上いたしました。 
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 ２０８ページをお願いいたします。 

 第２目学校教育費、第１７節備品購入費

におきまして、タブレットパソコン一式と

いたしまして２３４万８,０００円を計上い

たしました。 

 ２１４ページをお願いいたします。 

 第４項社会教育費、第４目博物館運営

費、第１２節委託料におきまして、博物館

施設管理運営業務といたしまして４,４００

万円を計上いたしました。 

 ２２２ページをお願いいたします。 

 第５項保健体育費、第１目保健体育総務

費、第１４節工事請負費におきまして、陸

上競技場走り幅跳び施設改修工事といたし

まして１３３万１,０００円を計上いたしま

した。 

 ２２４ページをお願いいたします。 

 第２目総合体育館運営費、第１２節委託

料におきまして、総合体育館防災倉庫新築

工事実施設計業務といたしまして２５９万

６,０００円を計上いたしました。 

 ２２８ページをお願いいたします。 

 第３目温水プール運営費、第１４節工事

請負費におきまして、健康プール外改修工

事といたしまして１,１１４万１,０００円

を計上いたしました。 

 ２３２ページをお願いいたします。 

 第５目学校給食費、第１８節負担金、補

助及び交付金におきまして、学校給食費無

償化事業補助金といたしまして２,５９４万

２,０００円を計上いたしました。 

 ２３４ページをお願いいたします。 

 第１２款公債費、第１項公債費、第１目

元金におきまして、長期債償還元金といた

しまして１５億８,８６４万２,０００円を

計上いたしました。 

 ２３６ページをお願いいたします。 

 第２目利子におきまして、長期債利子と

いたしまして３,０３７万６,０００円を計

上いたしました。 

 ２３６ページから２３９ページまでにな

りますが、第１３款職員費におきまして、

特別職２名、教育長、一般職１６１名の給

与等経費全てを計上いたしております。 

 人件費の詳細につきましては、２５０

ページから２５３ぺージまでに科目別内訳

を添付しておりますので、参考にしていた

だきますようお願いいたします。 

 以上で歳出を終わり、次に歳入の主なも

のについて申し上げます。 

 １０ページへお戻りください。 

 第１款町税におきまして、個人町民税を

前年度対比約０.５％増の３億４,４２３万

５,０００円、法人町民税を前年度対比約

０.４％減の４,９０６万７,０００円、それ

ぞれ計上いたしました。 

 固定資産税を前年度対比約４.４％減の４

億３,４５５万７,０００円計上いたしまし

た。 

 軽自動車税を前年度対比約１.９％増の

２,０７７万７,０００円を計上いたしまし

た。 

 １２ページをお願いいたします。 

 町たばこ税を前年度対比約２.６％増の

６,２５７万４,０００円計上いたしまし

た。 

 入湯税を前年度対比約１５.６％増の６３

万６,０００円計上いたしました。 

 第２款地方譲与税におきまして、自動車

重量譲与税を１億７６７万９,０００円、地

方揮発油譲与税を３,３２２万円、森林環境

譲与税を５,４０３万６,０００円それぞれ

計上いたしました。 

 １４ページをお願いいたします。 

 第７款地方消費税交付金を１億７,２３７

万２,０００円計上いたしました。 

 １６ページをお願いいたします。 

 第１１款地方交付税の普通地方交付税に

おきまして、前年度対比約９％増の４２億

８,６９９万５,０００円、特別地方交付税

におきましては前年度並みの３億８,８５５

万５,０００円をそれぞれ計上いたしまし

た。 

 １８ページからになりますが、第１４款
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使用料及び手数料を前年度対比約２.２％減

の１億６,２５５万４,０００円計上いたし

ました。 

 ２２ページからになりますが、第１５款

国庫支出金及び第１６款道支出金におきま

しては、事務事業等に関わります補助金、

交付金等を計上いたしました。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 第１８款寄附金におきまして、ふるさと

納税寄附金を１億円計上いたしました。 

 第１９款繰入金におきまして、財政調整

基金繰入金、減債基金繰入金など、合わせ

て６億２,４３３万６,０００円の基金繰入

金を計上いたしました。 

 ４０ページをお願いいたします。 

 第２１款諸収入、第５項雑入、第３目水

源林造林事業収入を９,６３４万３,０００

円計上いたしました。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 第２２款町債におきまして、過疎対策事

業債など合わせて６億９,６１７万９,００

０円を計上いたしました。 

 以上で、歳入を終わります。 

 ６ページへお戻りください。 

 第２表で地方債４件をお願いいたしまし

た。 

 １ページへお戻りください。 

 第３条において、一時借入金借入れの最

高額は１５億円と定めるものでございま

す。 

 以上で、令和４年度足寄町一般会計予算

の説明を終わります。 

 次に、特別会計について御説明申し上げ

ます。 

 別冊の特別会計予算書の１ページをお願

いいたします。 

 議案第４２号令和４年度足寄町国民健康

保険事業特別会計予算について、御説明申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） 特別会計も相当時

間かかるでしょう。まだしばらくかかりま

すね。そうしたら、午後からにしたいと思

います。 

 特別会計においては、午後１時から御説

明を受けることにいたしたいと思います。 

 若干時間が５分ほど早いのですけれど

も、暫時休憩をいたしまして、１時再開と

いたしたいと存じます。 

午前１１時５５分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 提案理由の説明、続けてお願いをいたし

ます。 

 渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） それでは、午前中

に引き続き、特別会計から御説明を申し上

げます。 

 別冊の特別会計予算書の１ページをお願

いいたします。 

 議案第４２号令和４年度足寄町国民健康

保険事業特別会計予算について、御説明申

し上げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ８億８,２６０万２,０００円と定めるも

のでございます。 

 １４ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、１４ページから２

７ページまでになりますが、保険給付費５

億３,６７４万８,０００円、国民健康保険

事業費納付金３億６０万８,０００円などを

計上いたしました。 

 ８ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、１３ページまでに

なりますが、国民健康保険税２億３,０７９

万９,０００円、道支出金５億７,７０４万

１,０００円などを計上いたしました。 

 次に、３３ページをお願いいたします。 

 議案第４３号令和４年度足寄町簡易水道

特別会計予算について御説明申し上げま

す。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ４,４６９万９,０００円と定めるもので

ございます。 
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 ４２ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、４７ページまでに

なりますが、職員給与などの人件費のほか

施設管理経費、水道工事費などを計上いた

しました。 

 ４０ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、事業収入、一般会

計繰入金などを計上いたしました。 

 次に、５７ページをお願いいたします。 

 議案第４４号令和４年度足寄町公共下水

道事業特別会計予算について御説明申し上

げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ５億４１２万６,０００円と定めるもので

ございます。 

 ６８ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、７７ページまでに

なりますが、総務費において終末処理場の

管理経費等、事業費におきまして職員給与

などの人件費のほか雨水管新設工事、下水

道管渠新設工事などを計上いたしました。 

 ６４ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、６７ページまでに

なりますが、公共下水道使用料、国庫支出

金、一般会計繰入金、町債などを計上いた

しました。 

 ６０ページへお戻りください。 

 第２表で債務負担行為３件、第３表で地

方債２件をお願いいたしました。 

 次に、８９ページをお願いいたします。 

 議案第４５号令和４年度足寄町介護保険

特別会計予算について御説明申し上げま

す。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ８億５,０３３万８,０００円と定めるも

のでございます。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、１１９ページまで

になりますが、総務費、保険給付費、地域

支援事業費などを計上いたしました。 

 ９６ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、１０１ページまで

になりますが、介護保険料、国庫支出金、

支払基金交付金、一般会計繰入金などを計

上いたしました。 

 次に、１２５ページをお願いいたしま

す。 

 議案第４６号令和４年度足寄町介護サー

ビス事業特別会計予算について御説明申し

上げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ３億３,３８７万１,０００円と定めるも

のでございます。 

 １３６ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、１４３ページまで

になりますが、職員給与などの人件費、施

設の管理運営費などを計上いたしました。 

 １３２ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、１３５ページまで

になりますが、介護サービス給付費収入、

一般会計繰入金などを計上いたしました。 

 次に、１５５ページをお願いいたしま

す。 

 議案第４７号令和４年度足寄町後期高齢

者医療特別会計予算について御説明申し上

げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１億４,２２８万５,０００円と定めるも

のでございます。 

 １６６ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、１６９ページまで

になりますが、後期高齢者医療広域連合納

付金などを計上いたしました。 

 １６２ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、１６５ページまで

になりますが、後期高齢者医療保険料、保

険基盤安定繰入金などを計上いたしまし

た。 

 次に、１７１ページをお願いいたしま

す。 

 議案第４８号令和４年度足寄町資源ごみ

処理等事業特別会計予算について御説明申

し上げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ
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れ７,７２０万１,０００円と定めるもので

ございます。 

 １８２ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、１８９ページまで

になりますが、職員給与などの人件費、施

設の管理運営費などを計上いたしました。 

 １７８ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、１８１ページまで

になりますが、施設管理負担金、一般会計

繰入金など計上をいたしました。 

 次に、企業会計について御説明申し上げ

ます。 

 別冊の上水道事業会計予算書の１ページ

をお願いいたします。 

 議案第４９号令和４年度足寄町上水道事

業会計予算について、御説明申し上げま

す。 

 業務の予定量につきましては、第２条に

記載のとおりでございます。 

 収益的収入及び支出の予定額につきまし

ては、第３条において１億７,１４４万２,

０００円と定めるものでございます。 

 収入及び支出の内容につきましては、経

常的収入と人件費及び管理費用などでござ

います。 

 資本的収入及び支出の予定額につきまし

ては、第４条に記載のとおりでございま

す。 

 収入及び支出の内容につきましては、収

入は企業債、工事負担金、支出は建設改良

費、企業債償還金でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第５条において、債務負担行為１件をお

願いいたしました。 

 第６条において、企業債１件をお願いい

たしました。 

 第７条において、一時借入金の限度額は

４,０００万円と定めるものでございます。 

 なお、各科目の予算額等の説明について

は省略をさせていただきます。 

 次に、別冊の国民健康保険病院事業会計

予算書の１ページをお願いいたします。 

 議案第５０号令和４年度足寄町国民健康

保険病院事業会計予算について、御説明申

し上げます。 

 業務の予定量につきましては、第２条に

記載のとおりでございます。 

 収益的収入及び支出の予定額につきまし

ては、第３条において、１２億５,６７８万

円と定めるものでございます。 

 収入及び支出の内容につきましては、経

常的収入と人件費及び管理費用などでござ

います。 

 資本的収入及び支出の予定額につきまし

ては、第４条に記載のとおりでございま

す。 

 収入及び支出の内容につきましては、収

入は企業債、一般会計出資金など、支出は

医療機器購入などの建設改良費、企業債償

還金でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第５条において、企業債２件をお願いい

たしました。 

 第６条において、一時借入金の限度額は

１億円と定めるものでございます。 

 なお、各科目の予算額等の説明について

は省略をさせていただきます。 

 以上で、議案第４１号令和４年度足寄町

一般会計予算から議案第５０号令和４年度

足寄町国民健康保険病院事業会計予算まで

一括提案理由の説明とさせていただきま

す。御審議賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 お諮りをいたします。 

 本件につきましては、議長を除く１２人

の委員で構成する予算審査特別委員会を設

置をし、これに付託して会期中の休憩中に

審査することにしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 
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 よって、本件については、議長を除く１

２人の委員で構成する予算審査特別委員会

を設置をし、これに付託して会期中の休憩

中に審査することに決定をいたしました。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

 休憩中に特別委員会を開いて、正副委員

長の互選をお願いをいたします。 

午後 １時１５分 休憩 

午後 １時２２分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 

◎ 諸般の報告 

○議長（吉田敏男君） 諸般の報告を行い

ます。 

 予算審査特別委員会の正副委員長の互選

が行われ、その結果の報告が議長の手元に

参りましたので報告をいたします。 

 委員長に髙橋秀樹君、副委員長に熊澤芳

潔君、以上のとおりです。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

 休憩中に議会運営委員会の開催をお願い

をいたします。 

 ４０分まで休憩しますから。 

午後 １時２４分 休憩 

午後 １時４０分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

ただいま開催されました、議会運営委員会

の協議の結果を報告します。 

 これより、本日の日程に追加し、一般質

問を行います。 

 日程追加の理由を御説明いたします。 

 昨日の髙橋健一議員の一般質問におい

て、町長の答弁に誤りがあり、本日答弁の

訂正がされたところですが、髙橋健一議員

より訂正された答弁に基づき再質問をやり

直したいとの申出があったことから、議会

運営委員会として協議いたしました。 

 本件については、町長の答弁に誤りが

あったことで、再質問の内容も変更を余儀

なくされ、本来するはずの再質問ができな

かったと認められることから、特例として

昨日の再質問の続きとして日程に追加する

ものです。 

 なお、一般質問の残り時間は６５分と

なっていますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 一般質問 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第１ 昨

日の継続として一般質問を行います。 

 再質問を行います。 

 発言を許します。 

 ７番髙橋健一君。 

○７番（髙橋健一君） 昨日に引き続き、

一般質問を続けさせていただきます。 

 昨日の一般質問の途中で町長から答弁を

頂きましたけれども、それが誤りだったと

いうことでうれしいやら悲しいやら、

ちょっと複雑な気持ちなのですけれども、

本当に実は町長の答弁のネイパル足寄は北

海道の財産ではないかと、土地は北海道の

ものではないかという答弁がありましたけ

れども、実際は足寄町の所有物だと。足寄

町の土地だったということで、ずっと無償

貸与してきたということが判明しました。

この部分は本当に私も一般質問の肝の部分

でして、非常に大事なところでした。足寄

のものなのか、北海道のものなのか、全然

展開が違って、残念ながら私の答弁は最後

は蚊の鳴くような小さな声で終わってし

まって、残念な思いで帰ってきましたが、

まずは町長に謝罪をお願いいたします。 
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○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君）  先ほど今日の当

初、冒頭で間違いを分かったということ

で、昨日の答弁の中身が間違っていたとい

うことで謝罪をさせていただきました。 

 改めて、答弁の中身について私の思い込

みで答えてしまったという部分ございまし

て、大変申し訳なく思っているところでご

ざいます。 

 大変申し訳ございませんでした。 

○議長（吉田敏男君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） 町長、許します。 

 町長の間違うのも分かるのですよね。い

わゆるあのネイパル足寄が足寄の土地であ

りながら、北海道の道教委から何も説明が

ないと、それが私腹立つのですよね。これ

町長間違ってもしようがないし、道教委も

分かっているのかどうかしれない。いわゆ

る土地持っている人にまず挨拶というのが

最初なのではないかと思うのですよね。法

律的には分かりませんし、これからちょっ

と経緯を尋ねたいと思うのですけれども、

今多治見議員からいろいろ教えていただい

たのですけれども、最初のネイパルは北海

道、道がやっていて、道職員が何か来て事

業をしていたみたいです。それで困ったも

のだから、結局足寄に振って観光協会さん

にお願いしたのですよね。そこには足寄町

も関わっていると思うのですよね。それを

最終的にむげにほごにするというのは許せ

ないのですけれども、これまでの経過

ちょっと分かる範囲でちょっと説明いただ

けませんか。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 分かる範囲でとい

うことですので、本当にまた思い込みだと

か思い違いで話ししてまた間違うというこ

ともありますので、本当に今資料も何もご

ざいませんし、そういった意味であそこの

ところが経過きちんとお話ができるかどう

かというのはちょっと分からない、ちょっ

と申し訳ないのですけれども、先に予防線

張ってるわけではありませんけれども、大

変申し訳ありませんけれども、本当に分か

る範囲でということで、中にはもしかした

ら思い違いがあるかもしれませんけれど

も、御報告をさせていただきたいと思いま

す。 

 ネイパルについては、もともとオンネ

トー青年の家だとか学校、足寄にあって、

オンネトー青年の家がなくなって、青少年

の研修施設みたいなものがないというよう

な状況に足寄町がなったということで、そ

の後、そういう施設を足寄でもまたできな

いかというようなこともあったのかなとい

うように思います。 

 それで、足寄町で平成の初頭からそれに

代わるような青少年研修施設の誘致を模索

をしてきたということであります。 

 それで、足寄町としてはこのネイパルを

誘致するために当時管内の全町村に協力を

頂いて、期成会などの協力も頂いて、誘致

の運動をしてきたということで、平成３年

に足寄町の設置が決まったということであ

ります。 

 予定地については、当初足寄湖周辺とい

うような案もあったみたいですけれども、

最終的には現在の常盤のところに決まっ

て、用地を町が取得して無償貸与するとい

うことで、平成７年６月から建設が始めら

れたというのが町史に載っておりました。 

 そういうような経過で始まって、平成９

年に開館をして、それ以来、先ほどお話

あったように、最初は道の施設として道の

職員がここに、ネイパルに勤務されてネイ

パルを運営してきたというところでありま

す。 

 それで、ネイパルの施設の道直営で今ま

でやっていたのを、平成１９年に指定管理

という、こういう制度を使って運営をしま

しょうということになったようで、そのあ

たりはちょっと道の中での検討だとかそう

いったものがあるのだろうというように思

いますけれども、平成１９年からネイパル
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足寄の運営を指定管理を受けて観光協会が

運営をしてきているということで、それか

ら５期、平成１９年から５期にわたってネ

イパル足寄を観光協会が運営をしてきてい

るということです。 

 今回、平成４年４月１日から５年間の指

定管理を行うということで、それの募集が

またあったということで、それで公募が、

北海道のネイパル足寄の指定管理の公募が

１０月にあったということで、公募の説明

会などもあって、そこには山下理事長です

とか、南岡所長だとかも出席をされている

ということであります。 

 最終的に理事会なども、１１月３０日に

理事会も開催をして第６期目の指定管理の

申請に観光協会もエントリーをするという

ことが決まったということで、１２月８日

にはネイパル足寄の指定管理申請書を提出

しているということですね。そして、１２

月中ぐらいに審査がされてきているという

ことで、今年、年明けてから今年の１月１

３日にネイパル足寄の指定管理候補に観光

協会は選定されませんでしたよという通知

がありましたということで、１月１８日に

観光協会では理事会を開いて、３月末指定

管理の終了に向けていろいろな手続、いろ

いろ借りているものですとか、そういった

ものの解約を進める、それから職員の再就

職、そういったものも個人個人の意向を最

大限尊重して決めていきましょうというよ

うなことが確認がされているということで

あります。 

 ２月１日に道教委の職員の選定の手続に

不正があるのではないかという疑いがある

ということで、指定管理の候補者選定手続

について保留をしますということで、１３

日の日には選定されなかったよと通知は

あったけれども、２月１日ではそういうこ

とで保留になっているということだそうで

す。あと、それから２月４日ですか、山下

理事長の観光協会のほうから厳正なる調査

を行ってくださいという要望書を観光協会

のほうで出しているということでありま

す。 

 道では、第三者委員会ということで弁護

士さんたちを立ててそういう委員会をつ

くって、その中身について調査をしている

と。南岡所長だとか、伊藤事務局長だとか

にも聞き取り調査なども行われているとい

うように聞いています。 

 ２月２４日には、ネイパルに採用してい

る方たちの職員の１か月前には解雇の通知

を出さなければなりませんので、２月２４

日には解雇予告の通知を出しているという

ことで、それまで施設で使っていた機器で

すとか、リースだとかそういったものの解

約ですとか、それからそこで働いている人

たちの解雇だとか、そういった手続をずっ

と粛々と進めてこられたということを聞い

ています。 

 あと、その次の日の２月２５日に道教委

のほうから、１月１３日の選定結果取消

し、それから３月１日に委員を入れ替えて

再選定の会議を行うということで、２月２

８日までに再度応募する意向があるのかど

うなのかということの連絡が欲しいという

ような連絡があったということで、そのと

きにはそういう、ずっと粛々とそういう業

務の終了に向けて進めてきていますよとい

う、これから今まさに進めているところ

で、今急に言われてもというようなことで

回答されたというようなことを聞いており

ます。 

 あと、これまでの経過だとか、そういっ

たものについては、改めて道教委のほうか

ら書面で連絡をしてほしいということで、

２月２６日にはそういうことで要望を出し

ているという話であります。 

 ２月２８日には道教委から選定結果の取

消しですとか、それから道教委による調査

報告書、それから弁護士事務所による聞き

取り調査の報告書などがメールで送られて

きているということであります。 

 それをもって、観光協会としては、それ
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に対する意見書を提出するということで確

認をして、３月１日ですかね、再選定に手

を挙げたくても挙げることのできない状況

であることを電話で連絡して、そのことも

含めて抗議の書面を送っているということ

です。 

 それであと、３月２日に再選定会議の結

果、連絡は……、違いますね。３月４日に

ネイパル足寄指定管理者の候補について

は、足寄観光協会以外の業者に決定をした

ということの電話連絡があったということ

で、選定結果の報告については７日で郵送

しますよということになっているというこ

とで、これまでの経過について、観光協会

さんでつくっていただいた書類を基に今報

告しましたけれども、分かるところは、私

が聞いているのはこういう経過でありま

す。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） また蒸し返します

けれども、本当に出だしからおかしいので

すよね。いわゆる指定管理が６か所あるう

ちの５つが全部だんと変わってしまった

と。何か変な力が働いているのではないか

と考えざるを得ない。そうしたら、案の定

不正があったと。そして２回目、今度は選

定委員変えてやっても、足寄と厚岸だけは

白紙に戻らなかったと、観光協会敗れた

と。２連敗ということになってしまったと

いうことですね。非常にそこのところが非

常に不可解で、一体何を考えているのか。

私としては、何かここで報復してやらなけ

ればだめなのではないかと、そんな気もし

ないではないのですけれども。 

 町として、どういうふうに、このまま認

めてしまうのは何かしゃくですよね。だっ

て、人質取って自分の土地が、あそこの土

地が足寄町のものですからね。だから発言

権あると思うのですよね。地代取るとか

ね。何か法律的には出ていけというわけに

はいかないのかもしれないのですけれど

も、その辺はどうなのでしょうかね。やは

りどこまで法律的に要求できるのかという

ことですよね。このままただ見ていて、相

手さんの計画どおりに行くかという、何か

足寄の人たちは、私たちこれだけ一生懸命

やっているから、私たち以上のことはでき

ないのではないかと、職員の方おっしゃっ

てましたけれどもね。そういうときにどう

するのだと。本当にきちんとやれるのかど

うか、これ怪しいもので、サービスは下が

る、それからいろいろな使用料も上がると

いうことになれば、足寄でもがつんと物申

すようなそういう体制を整えておいたほう

がいいのではないかと。地代も取るよと、

きちんとやれと、俺たちの言うこと聞け

と、そういうことも相手に対して物申すこ

とができるのではないかと。長い物に巻か

れるの嫌なのですよ、私ね。私気が小さい

ものですから、すぐちょろちょろして長い

物に巻かれやすくなるのですけれども、日

頃自分に対して戒めて、長い物に巻かれな

いぞと、そういうふうに生きているつもり

なのですけれども、その点、町長いかがで

しょうか。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君）  私もこの決まり

方、この最初の出だしからやっぱり今回の

第６期の指定管理の選定について、このや

り方がどうだったのかということを見てき

たときに、もちろん最終的にやっぱり道教

委の職員の方がやっぱりちょっと、何とい

うのですかね、非常にそこに関わってきた

といった部分もちょっと分かってきて、不

正があったということが分かってきている

わけですけれども、そこのそういうやり方

については非常に問題があるのではないの

かなというように思っていのす。 

 ただ、その中で最終的に非常に深く関

わって選定について問題があったというと

ころについては、変わらなかったという

か、変わってないのですよね。この選定の

やり方、選定の基準ですとか、そういった
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ところも含めて、本当に中身がどうだった

のかといったところを第三者ということで

弁護士さんたちも入りながら中身を検討

し、そしてその道教委の職員だとか、それ

から選定というか、手を挙げた業者さんた

ちだとか、そういった人たちにも聞き取り

調査をしながら内容を精査して、この中身

について精査をしてきていると。道教委と

しては、その中で道教委の中でのそういう

第三者委員会みたいなところの調査によっ

て、これはやっぱりだめですよという、深

く関わり過ぎていて、その選定に問題があ

りますよというところについては、やはり

だめですよということになっていますし、

選定の方法だとか、そういったものについ

てももう一回見直しをかけて、第三者委員

会の中身を経て道教委で再度指定を、再選

定ですか、指定管理者の再選定をするとい

う形になって、今回の結果として観光協会

については選ばれなかったという結果に

なっているというところですので、最初の

やり方というのはやっぱり間違っているの

かなと思いますし、足寄町の実績ですと

か、これまでの５期にわたっての実績です

とか、それから昨日もお話ありましたけれ

ども、非常に満足度だとかも高くて、よい

結果を、ネイパルの北海道の中にあるネイ

パルの中でも足寄町はよい施設ですよとい

うことが認められているということであり

ますから、そういうことだとかも含めて、

もっと再選定に当たってそういったところ

もきちんと選択の要因として見てもらえる

というようなことがあってもいいのではな

いかというように考えているところであり

ます。 

 ただ、道教委の中ではそういうことでは

なくて、これから今後の、そういうことで

いくと、ずっとやっているところが有利に

なって、これからやっぱりやっていくと

いった部分では、これからの部分を見ます

よということなのかもしれませんけれど

も、そういう選定の方法が、再選定をやっ

た結果、足寄町は残念ながらだめだったで

すよという結果になってしまったというこ

とでありますので、出だしは確かにやり方

としては非常にまずいのではないのかなと

いうように思いますし、足寄町としても、

昨日も言いましたけれども、そこで働いて

いる人たちもいるわけだし、足寄町からい

ろいろな納入も、食事だとかそういったも

のも納入されているということがあります

ので、やはり足寄町としては非常に、確か

に５人ぐらいだとか、そんなに入っている

ものも少ないのではないのかという部分も

あるかもしれませんけれども、しかしそう

は言っても、足寄町のこの小さなまちの中

で、そこは非常に大きな部分なのですよと

いうところは確かにあると思います。 

 そういった部分で、非常に今回選ばれら

なかったという部分では、非常に腑に落ち

ない部分もあるし、納得いかない部分もあ

るのですけれども、ただ、これはやっぱり

道教委と、それから観光協会の間の話で

あって、足寄町がその中には全く関わって

はこない、この指定管理者の選定といった

部分の中には入ってこないのですね。そう

いったところで、なかなか足寄町としてお

もしろくないですよというか、不満に思っ

てますよという部分があったにしても、な

かなかそこを言っていけない部分がやっぱ

りあるのかなというように思っています。 

 そういった思いがあるということで、御

理解いただければなというように思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） 本当に今までの実

績というのは全然認められていない、全く

分かってないのですよね。すばらしいとこ

ろでしたし、本当にこれからそういうこと

が続けられるのかどうか非常に疑問なので

す。 

 私は腹煮えくり返っているし、法律

云々、道理がどうとかこうとかいっても
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やっぱりどこかで、いわゆる仁義に欠ける

ところがあるのではないかと、これは本当

に許さない。私としては許されない、許せ

ない、そういう結果だと思っています。 

 何か、もうちょっと足寄もがつっと言っ

てやっていいのではないですか。これか

ら、土地は足寄町なのですからね。それに

対して何もコメントがないというのは、一

体どうしてしまったのでしょうね、道教委

というのは。相当金属疲労起こしているの

ではないかと思うのですけれどね。その辺

をもうちょっと話を煮詰めて、足寄町でど

んどん言ってやったらいいのではないです

か。そして新しいオカモトさんですか、新

しい業者さんからも何の連絡もないのか。

もう４月すぐなりますよね、４月１日から

営業を始めるというのですけれどもね。ど

んなことになるのか、私もちょっと分から

ないですけれども、自分はちょっとかっか

しておりますから、冷静な判断ちょっとで

きてないのですけれども、町としてこれか

らどういうふうに対応していくのか。が

つっと言うときにははっきり言ってやって

ください。そして、足寄のためになる、そ

ういうネイパルを目指してもらいたいとい

うと、何かオカモトさんに何か期待してい

るのかなと思われても困るのですけれど

も、よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 土地は私間違って

昨日は北海道のものということでお話しし

ましたけれども、足寄町のもので、やはり

先ほどお話ししましたように、多分ネイパ

ルを誘致するときに、足寄町としてもやっ

ぱり土地も提供しますよということできっ

とネイパルを誘致したのかなというように

も思うのですけれども、そのあたりちょっ

とはっきり分かりませんけれどもね。町史

の中見ると、用地を町が取得して無償貸与

することで建設が始められたというような

書き方になっているので、やっぱりそうい

う誘致している中で、土地については足寄

町で用意しますよというようなことがあっ

たのかなというようにもちょっと思っては

います。その点ははっきりしませんけれど

も、私の憶測の部分ですから。 

 だから、そういうことで、やはりネイパ

ルがずっと足寄町に来て、足寄町でいろい

ろな子供さんたちがいっぱい来て、足寄で

過ごしていかれたと、足寄であった楽しい

思い出をつくっていかれたということは間

違いないことだというように思っていま

す。 

 足寄町でたまに職員の採用試験などやっ

たときに、足寄来たことありますかという

話を聞くと、やっぱり皆さん小さいときに

ネイパルに来たことありますよ、ネイパル

で来て、足寄のまちの中散策しましたよだ

とか、そうやって言われていますので、そ

ういう方が結構多くいらっしゃいますの

で、やっぱりネイパルの果たしてきた役割

というのは非常に足寄町の中では大きなも

のだというように思っています。 

 それと、足寄町の子供たちもやはりネイ

パルを使って、いろいろと楽しい思い出で

あったり、研修を進めたりだとかというこ

とをされてきているということで、ネイパ

ルそのものについては、非常に足寄町に

とって大切な研修施設なのかなというよう

に思っているところであります。 

 ただ、今回の指定管理の選定と土地の関

係というのはやっぱりちょっと違うのかな

と、足寄町の土地だから指定管理はここに

すれだとかという話にはやっぱりちょっと

ならないのかなというように思っていま

す。 

 北海道と、それから観光協会の間の中

で、足寄町としてはなかなかその中になか

なか入っていくことはできません。ただ、

今もお話あったように、足寄町のネイパル

のある地元の足寄町として、その働き場所

だとか、足寄町のものを買物をしてもらっ

たりだとかしている、そういったものが

減っていきますよと。北海道として、足寄
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町の地域の活性化だとかそういったことを

どう考えているのかというようなことは確

かにあるのかもしれません。ただやっぱり

そこはなかなか一緒にはならない部分なの

かなというように思っています。 

 それで、やっぱり一番は観光協会がどう

考えているのかなというところだというよ

うに思っています。足寄町がどうのこうの

とかといっても、やっぱり今までやってき

た観光協会がこのことをどう考えているの

かなというところが一番大事なことなのか

なというように思っておりまして、観光協

会の意見なども十分聞きながら今後の対応

については、観光協会と一緒に対応してい

ければなと考えているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） 今となっては懐か

しい思い出ですけれども、本当にネイパル

行くと、パークゴルフなど下手なパークゴ

ルフやっていると、遠くから子供たちの声

が聞こえてきて、あそこが一番にぎやか

な、子供の元気な声が聞こえてくる。これ

すばらしいところだなと。そして、足寄町

も子供たちもあそこで育まれて、本当に楽

しい思い出をつくられたと思うのですよ

ね。これからそういうことができるのか非

常に不安定だ。問題は、いわゆる指定管理

のやり方が本当に正しかったのかというこ

となのです。それが間違っていたら全部間

違うことになります。町長は指定管理だか

らしようがないというかもしれない。それ

が本質的に間違いだったらどうするのだ

と、私へ理屈ですかね。何を言ってもしよ

うがないのかもしれませんけれども、要は

これからやっぱり本当に、前に教育長も

おっしゃったけれども、まず子供たちだ

と。子供たちがこれからどういうふうに育

まれていくかということが大事なのだよ

と。だから、目つぶるところは目つぶれと

いうことだったのですか、教育長。そうい

うことではなかったでしたか、昨日の答弁

は。教育長、よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏男君） 教育長、答弁。 

○教育委員会教育長（藤代和昭君） よろ

しくお願いしますと言われても、うまく言

えないのですけれども。 

 やっぱり北海道教育委員会が入札をして

決定していくという、そういう裁量権を

持っているということについては、足寄町

教育委員会としても足寄町としても全然口

の挟む余地はないのですよね。ただやっぱ

り私も昨日ちょっと言ったのですけれど

も、腑に落ちないというのは、人間はやっ

ぱり情緒的に感情の生き物ですから、やっ

ぱり足寄町の観光協会が管理運営をしてい

ると。そして、その結果、いろいろな利用

者のアンケート等々でもかなり評価が高い

と。それは公表されているのですよね。そ

ういう管理運営が主体となっている観光協

会の努力が落ち度や瑕疵がないのに、何で

今回こうなったか。やっぱりそこはすとん

と落ちないのですね、誰しもが、町民がで

すね。私もそれはそうだと思うのです。一

言で言うと、やっぱりこれある種のお役所

仕事というのですかね。非常に選定に関

わって、入札してそういう選定するのはそ

れはある種の民主主義のいい方途なのです

けれども、非常に機械的で無機質だという

ことです。そこのやっぱり、何というので

すか、溜飲が下がらないというかね、そう

いうことだと思うのですよ。 

 私は今、足寄町側から立って述べてます

けれども、これが例えば道教委側から立っ

たときに、例えば事前にこんな業者が入り

ますよ、したがってこういうことが予想さ

れますよと、そういう情報提供もこれもま

たしにくいのだろうなと。したがって、こ

れから経緯、経過があるから、道教委側と

してはそういう足寄町との協定的なものに

のっとって、当然建物だとか、そういうも

のについては引き続きそうされるだろう

と。そして中身の管理運営については、入

札制度というのですかね、指定管理制度で
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やっていく、そういうことでただ押してき

たと思うのですよね。 

 今後、新聞にも道教委の部長のコメント

も載ってましたけれども、関係市町村に丁

寧に説明をしていきたいと、こう言ってい

るのですが、私はそこに尽きるなと。どっ

ちにしましても、足寄にとって、ネイパル

のフィールドというのは足寄の子供たちに

とっても、十勝の子供たちの青少年教育の

鍛錬していく場にはなくてはならないとこ

ろであるし、ネイパルは足寄町の象徴的な

施設の一つだなと、そういうふうに捉えて

いますけれども、今後もそうだと思ってい

ますので、教育委員会としての基本姿勢と

しては昨日も言いましたけれども、やっぱ

り引き続き効果的な教育連携で構築してい

きたいなと、そんなふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） ありがとうござい

ます。苦しい中も、教育長の話、よく心情

が伝わってきました。ありがとうございま

す。 

 本当に残念なのですけれども、やはり今

後も町長、言うところはがっつり言うと、

そういうことが必要なのではないかなと。

今さら道教委の偉い人が来ても、そんなも

のもうどうしようもないわけでね。話も聞

きたくもないですけれどもね。いつも同じ

ですよね。終わってから来て、こうですみ

たいなもの聞きたくもないのだけれども、

何か紙つぶてでもぶつけて、長靴でもぶつ

けてやりたいぐらいのものですけれども。

何とも悲しい結果ですけれども、私もこれ

からも一応関わっていくのかな、分かりま

せんけれどもね、ネイパルと。その中でい

ろいろなことは発言していきたいと、こう

いうところ改善したほうがいいのではない

かとか、もうちょっと足寄を大事にしてく

ださい、そういうことを伝えていくのが私

の使命かなと、そう思っています。 

 ちょっと厳しいことで、終わりになりま

すけれども、昨日何か弔意か何かを表して

終わったと思うのですけれども、何とも寂

しい感じで今日は帰らせていただきます。

どうもありがとうございました。 

○議長（吉田敏男君） これにて、７番髙

橋健一君の一般質問を終えます。 

 

◎ 散会の議決 

○議長（吉田敏男君） ここで、お諮りを

いたします。 

 本日は、これで散会をしたいと思いま

す。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、本日はこれで散会することに決

定をいたしました。 

 

◎ 散会宣告 

○議長（吉田敏男君） 本日はこれで散会

をいたします。 

 次回の会議は、３月１７日午前１０時よ

り開会をいたします。 

 大変御苦労さまでございました。 

午後 ２時１７分 散会 
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